
 

 

経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく看護師・介護福祉士候補者の受入れ等 

についての基本的な方針 

 

 

平 成 ２ ３ 年 ６ 月 ２ ０ 日  

人の移動に関する検討グループ 

 

 昨年１１月に閣議決定した「包括的経済連携に関する基本方針」に基づき設置さ

れた本検討グループでは、主要国・地域との間での高いレベルの経済連携に向け、

「国を開く」という観点から適切な国内改革を推進するべく、看護師・介護福祉士

等の海外からの人の移動に関する課題にどう取り組むかについて検討を進めてき

た。 

 インドネシア及びフィリピンとの経済連携協定（ＥＰＡ）に基づき実施されてい

る看護師・介護福祉士候補者の受入れに関しては、日本語能力の不足等に伴い、現

場でのコミュニケーションの問題も見られるとともに、看護師候補者の国家試験の

合格率が低迷し、また看護師・介護福祉士候補者の受入れ希望施設が減少傾向にあ

るなど、現在の受入れの枠組みの改善が必要となっている。一方、ベトナム、タイ

及びインドからも、看護師・介護福祉士候補者等の受入れについて要望が提起され

てきている。 

 今次方針を策定するに当たり、ＥＰＡの人の移動に関する分野での当面の課題で

ある看護師・介護福祉士候補者の受入れ等について検討した結果、以下の取組を進

めることとした。 

 

 

Ⅰ 看護師・介護福祉士候補者受入れに関する取組 

 

 ＥＰＡによる看護師・介護福祉士候補者の受入れ枠組みを改善するため、以下の

取組を実施する。 

 

１ 日本語能力等の向上に向けての取組 

 十分な受入れ希望施設を確保し、看護師・介護福祉士候補者の国家試験の合格率

及び合格者数を向上させるためには、候補者の日本語能力等の向上が必須である。

そのために、本年から開始した訪日前の日本語研修を引き続き着実に実施していく

ことに加え、相手国の状況や意向を踏まえ、その協力を得つつ、早ければ本年から

①候補者に対する現地での日本語能力等の強化、②相手国関係者の我が国看護・介

護制度への理解促進のための諸施策の実施に努める。 

 また、中長期的には、現地主要看護大学等における日本語及び日本の看護・介護

事情等の教育の実施や、その際に民間の活力も用いることを目指す。 

 

２ 再チャレンジ支援の実施 

 ＥＰＡによる看護師・介護福祉士候補者の中で、国家試験に合格しないまま帰国

する者が出てくることが見込まれるが、これら候補者は、一定の日本語能力と日本

の病院等での実習経験を有する貴重な人材であることから、引き続き我が国との繋



がりを維持し、これらの候補者が母国への帰国後においても国家試験に再チャレン

ジがしやすい環境を提供することが望ましい。そのためにeラーニング（注）の仕

組みを利用した学習支援や現地での模擬試験の実施等を積極的に進める。 

 

（注）パソコンやコンピュータネットワークなどを利用した教育 

 

３ 看護師・介護福祉士候補者受入れに関する各国別の対応 

既に交渉が開始されているベトナムの看護師・介護福祉士候補者の受入れについ

ては、ＥＰＡに基づき本年９月までに結論を出すに当たり、ベトナムの看護師資格

制度の整備状況や看護カリキュラムの内容等を確認した上で、一定の日本語能力を

有する候補者を受け入れる枠組みについて、検討を行う。 

 インドネシア及びフィリピンからの看護師・介護福祉士候補者の受入れに関し、

協定を改正することなく実施可能な制度見直しは、相手国の理解を得た上で、早急

に実施する。また、協定見直しに関する交渉に際しては、インドネシア及びフィリ

ピンの意向もそれぞれ踏まえ、両国間の取扱いに配慮しつつ対応することとし、そ

の際、我が国にとって適当と判断される制度の改革の可能性を真摯に検討する。 

 その他、タイ、インド等からの要請については、先行する国からの受入れに伴う

国内の状況等を踏まえて改めて検討する。 

 

 

Ⅱ その他の取組 

 

 ＥＰＡに基づき受け入れている看護師・介護福祉士候補者の国家試験合格率・合

格者数を向上させる観点などから、本検討グループの議論において、①母国語・英

語での試験とコミュニケーション能力試験の併用、②看護師・介護福祉士国家試験

の出題範囲の適正化、③介護福祉士国家試験の複数回の受験機会の提供、④介護福

祉士候補者の定員配置基準換算の見直しについて検討すべきとの問題提起もなさ

れた。これらの諸点の多くは、看護師・介護福祉士制度やそれらの国家試験制度の

根本的な変更を惹起するものであることから、その適否について、当該制度の趣旨

や患者・利用者への影響、実現可能性等も踏まえつつ、検討を行うこととする。 

また、看護師・介護福祉士以外の分野の人の移動に関する各国からの要望につい

ては、それぞれの交渉に際して、相手国の要望内容を精査の上、個別に検討を行う。 

 

 

Ⅲ 今後の対応 

 

 今後とも、「人の移動に関する検討グループ」を随時開催し、上記の取組の実施

状況を確認するとともに、包括的経済連携に関する基本方針に基づき、更なる取組

について引き続き検討を行う。 

 

（以上） 


